
－1－ 

総合科学技術会議 評価専門調査会 

「ターゲットタンパク研究プログラム」 

評価検討会（第１回） 

議事概要 

 

日 時：平成２５年４月１９日（金）１０：００～１２：２０ 

場 所：中央合同庁舎第４号館 共用第４特別会議室（４階） 

 

出席者：玉起座長、久間議員、原山議員、高橋委員、福井委員、尾道委員、 

    西島委員 

事務局：森本審議官、佐藤参事官、山本参事官、井上企画官、小林補佐 

説明者：古田調整官（文部科学省研究振興局ライフサイエンス課） 

    成田専門官（文部科学省研究振興局ライフサイエンス課） 

    別府名誉教授（東京大学） 

    月原名誉教授（大阪大学） 

    竹下技術参与（文部科学省研究振興局ライフサイエンス課） 

    長野特任教授（東京大学） 

    横山上席研究員（理化学研究所） 

    菅原特任教授（国立遺伝学研究所） 

 

議 事：１．開会 

    ２．評価検討会の調査・検討の進め方について 

    ３．研究開発概要の説明と質疑応答 

    ４．討議 

    ５．閉会 

 

（配布資料） 

  資料１   総合科学技術会議が事前評価を実施した研究開発に対する事

後評価の調査検討等の進め方について（平成２１年１月１９

日 評価専門調査会） 

  （参考１） 総合科学技術会議が実施する国家的に重要な研究開発の評価

について（平成１７年１０月１８日 総合科学技術会議） 

  （参考２） 総合科学技術会議の所掌事務及び評価専門調査会の役割 

  資料２   総合科学技術会議が事前評価を実施した国家的に重要な研究

開発「ターゲットタンパク研究プログラム」（文部科学省）

の事後評価について（平成２４年１１月２１日 評価専門調



－2－ 

査会） 

  資料３   評価検討会運営要領（案） 

  資料４   「ターゲットタンパク研究プログラム」の事後評価に係る検

討のスケジュール（予定） 

  資料５   「ターゲットタンパク研究プログラム」に係る総合科学技術

会議の事前評価における指摘事項及び評価専門調査会による

フォローアップ結果 

  （参考１） 評価専門調査会によるフォローアップにおける文部科学省か

らの提出資料（平成２０年９月９日 評価専門調査会） 

  （参考２） 評価専門調査会によるフォローアップにおける質疑の概要 

  資料６   「ターゲットタンパク研究プログラム」調査検討の視点

（案） 

  資料７   「ターゲットタンパク研究プログラム」について（文部科学

省） 

  資料８   文部科学省におけるターゲットタンパク研究プログラムの事

後評価について（文部科学省） 

  （別添１） 「ターゲットタンパク研究プログラム」事後評価票（文部科

学省） 

  （別添２） 事後評価票（文部科学省） 

 

 参考資料１  「国家的に重要な研究開発の事前評価」のフォローアップ結

果（平成２０年９月９日 評価専門調査会） 

 参考資料２  過去に行った国家的に重要な研究開発の事後評価結果（抜

粋） 

 参考資料   総合科学技術会議が実施する国家的に重要な研究開発の評価

「ターゲットタンパク研究プログラム」について（平成１８

年１１月２１日 総合科学技術会議）（冊子） 

（机上資料） 

  科学技術基本計画（平成２３年８月１９日 閣議決定） 

  国の研究開発評価に関する大綱的指針（平成２４年１２月６日） 

  文部科学省 ターゲットタンパク研究プログラム Targeted Proteins 

Research Program（冊子） 

 

【事務局】 本日の会議の概要につきましてご説明申し上げます。 

 まず、本日のこの事後評価、評価検討会の位置づけについてでございます。 

資料１として、平成２１年１月の評価専門調査会決定の文書を、さらに参考
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１として、平成１７年の総合科学技術会議の本会議決定の文書をお配りしてご

ざいます。総合科学技術会議において評価を行うべき国家的に重要研究開発の

対象、それから、事前評価を行った研究開発が終了した翌年度に事後評価を実

施するといったことがこの本会議決定に定められております。また、資料１の

平成２１年の評価専門調査会決定におきまして、事後評価の進め方について定

めているところです。 

 本日のターゲットタンパク研究プログラムの評価検討会におきましては、こ

の当該プログラムの事後評価につきまして、この決定内容に即して進めるもの

です。 

また、評価専門調査会に評価検討会を設置して、調査検討を行うということ

になってございます。その結果を踏まえまして、評価専門調査会が評価結果案

の取りまとめを行い、最終的には総合科学技術会議の本会議において、評価結

果を審議し決定するという内容になってございます。また、評価検討会の委員

につきましては、評価専門調査会長が指名した者によって構成されるという形

に定められているところでございます。 

 資料２をご覧ください。今回の評価検討会の検討対象といたしますターゲッ

トタンパク研究プログラムの事後評価についてということで、これは昨年の１

１月の評価専門調査会でご承認をいただいた資料でございます。 

その中で、評価対象としておりますターゲットタンパク研究プログラムでご

ざいますが、２．に書いてございますとおり、医学・薬学等への貢献、また食

品・環境等の産業への応用といったものに向けて、タンパク質の構造・機能解

析、これについてその要素技術の高度化と、重要なターゲットとなるタンパク

質の構造・機能解析といったものを連携して行って、最終的にはその重要な生

命機能を担うタンパク質ネットワーク群の作用機序の解明を行うという目的の

ものでございます。 

設定されたテーマに基づいて、個別の研究課題を公募し、選定を行って進め

るという内容のものでございます。 

平成１８年度に事前評価を行い、平成１９年度からプログラムがスタートし

てございまして、予算額といたしましては、最終的には約２１３億円という金

額になってございます。 

 参考１として、プログラムの概要の資料をおつけしてございます。 

 昨年１１月の評価専門会のご承認を踏まえ、評価専門調査会会長において、

座長、委員のご指名をさせていただきました。 

この後の本評価検討会の議事進行を座長にお願いをさせていただきたいと存

じます。よろしくお願いいたします。 

【座長】  
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 それでは、第１回評価検討会を進めさせていただきます。 

 この検討会の運営に関しまして、事務局からご説明いただきますのでよろし

くお願いいたします。 

【事務局】 資料３、評価検討会運営要領の案をご覧ください。 

従前より評価専門調査会で設置しております評価検討会の運営要領に倣って

作成しているものです。 

 座長に評価検討会の事務の掌理をお願いしているところですが、座長が出席

できない場合は座長の指名する者が職務を代理する、それからご都合でご欠席

の場合、代理人を出席させることはできませんが、かわりに書面により意見を

提出することができることとしてございます。 

 議決につきましては、出席いただきました委員の方々の過半数をもって決す

る、可否同数の場合には座長の決するところによるということでございます。 

 それから、評価検討会につきましては、非公開としてございます。ただ会議

資料につきましては、特に座長の判断により公表に適さないとされた部分を除

いて、終了後に公表するということでございます。また、議事概要につきまし

ても、発言者の氏名を除いて公表することとさせていただいております。 

【座長】 事務局のほうからご説明がありましたように、本検討会の運営につ

きましては、検討会は評価者の自由な発言を確保するために非公開、また会議

資料は原則として公開ですけれども、ただし、公表に適さない部分については

非公開、議事概要については非公開情報と氏名を除いて公表ということにさせ

ていただきますけれども、よろしいでしょうか。 

 それでは、ご承認いただいたということで、評価検討会を進めさせていただ

きたいと思います。 

【事務局】 資料４をご覧いただけますでしょうか。先ほど評価専門調査会で

決定された今回の事後評価の進め方につきまして、ご説明させていただきまし

たが、スケジュールもあわせて改めてご説明申し上げます。 

 ２回の評価検討会のご審議を踏まえまして、事後評価に関する調査検討結果

案を取りまとめ、評価専門調査会に報告し、評価専門調査会で評価結果案を取

りまとめ、最終的には総合科学技術会議において審議の上、決定する、その上

で、評価結果について、総合科学技術会議議長から、文部科学大臣宛てに通知

を行うという全体の流れになってございます。 

 本日の第１回評価検討会におきまして、まず検討の視点等をあらかじめご確

認いただきました上で、文部科学省より研究開発成果の概要等についてのヒア

リングを行うということでございます。その後、課題等の抽出、また評価結果

の確認等につきましての意見交換をしていただきたいというふうに考えてござ

います。 
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 また、第１回評価検討会終了後に追加の質問や追加のご意見等ございました

ら、後ほど提出していただける形にしてございます。 

 第２回評価検討会におきましては、第１回での質問事項での積み残しの部分

や、あるいは追加的な質問をいただいた事項等につきまして、再度文部科学省

からのご説明をいただいて、質疑を行う、また、第１回検討会で提出されたご

意見、また追加でいただいたご意見を踏まえまして、事務局で論点の整理をさ

せていただいて、それをもとに評価結果の取りまとめにかかわる意見交換をし

ていただくこととしてございます。 

 第２回評価検討結果のご議論を踏まえ、評価結果の事務局案を取りまとめま

して、委員の皆様に照会を行い、評価結果の検討結果案の取りまとめを行いた

いと考えてございます。 

 引き続きまして、資料６のターゲットタンパク研究プログラムの調査検討の

視点の案をご説明いたします。   

 資料１の平成２１年１月に評価専門調査会におきまして決定いただきました

調査検討の進め方に即して、今回の調査検討を進めてまいりたいという趣旨で、

資料１の２ページ目の４．に、調査検討する事項というものが定められてござ

います。資料６の調査検討の視点につきましては、この４．に定められました

調査検討する事項に即して、検討の視点について整理をさせていただいており

ます。こうした４．の調査検討事項についての検討を踏まえて、５．の評価の

実施に至るという流れでございまして、最終的に目標の達成状況や、あるいは

効果、マネジメントの妥当性等の観点から、研究開発の成否を判定し、また今

後の課題等を整理するといった流れになってございます。 

 資料６に戻っていただきまして、調査の検討の視点でございますが、大きく

３つの柱で構成をさせていただいております。１つ目には、成果及び目標の達

成状況といった観点、２つ目には効果、あるいは今後の波及効果の見通しにつ

いて、またマネジメントを含めた実施計画の進め方についての観点といったも

のでございます。 

 まず、研究開発の成果と目標の達成状況について、検討の視点を整理してお

ります。 

 最終的な目標としての「重要な生命機能を担うタンパク質ネットワーク群の

作用機序の解明」という目標が、まず達成できたのかという視点が１つ目でご

ざいます。２つ目につきましては、ターゲットタンパク研究の部分につきまし

て３つの分野から構成されていて、それぞれに目標設定がなされているという

形でございます。また、基盤となる技術開発の高度化を進める技術開発研究の

ところで、４つの領域、生産・解析・制御・情報プラットフォームという４つ

の領域が定められていて、それぞれについて目標設定がなされておりますので、
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こちらのほうの個別の目標についての達成状況はどうかというところが２つ目

の視点ということでございます。 

 また（３）について、もともと事前評価の段階で、特に技術開発研究につい

て、ブレークスルーとなるような革新的な技術開発への挑戦を鼓舞するような

目標設定とし、意欲的なテーマを採択する必要があるといったことが書かれて

おりまして、フォローアップの結果におきましては、実際にそういった新たな

革新的な技術開発に挑戦するようなテーマについて広く提案を募集して、そう

いった観点から審査を行ってテーマを採択していると、こういう流れになって

ございます。 

 こういった取り組みによって、実際にブレークスルーとなるような革新的な

技術開発、こういったものの期待した成果というものは得られたのかどうかと

いう観点を３番目に書かせていただいております。 

 ４番目には、成果を社会に還元するという観点から、創薬に加え、食品・環

境等の産業応用に向けられた成果は得られたかという観点について加えてござ

います。 

 （５）につきましては、今後の施策への活用といった観点でどうかというこ

とでございます。 

 ２．科学技術的、社会経済的、あるいは国際的な効果の観点についてでござ

います。 

これにつきまして科学技術的な効果としてどうかといったところについては、

検討の視点の（１）に書かせていただいております。（２）に社会経済的な効

果といったことで、特に幅広い産業の応用に結びついたかといった観点につい

て、事前評価なり、フォローアップでの指摘事項を踏まえて書かせていただい

ておるところでございます。（３）については国際的な効果の観点でどうかと

いう視点を書かせていただいております。（４）につきましては、社会への還

元といったことに関連して、事前評価のフォローアップの議論の中で、化合物

ライブラリを外部に公開して広く使っていただく観点から、国全体で有効に活

用するためのロードマップを示して、体制を整備することも必要といったこと

がフォローアップにおいて指摘をしているところでございます。こういったこ

とが計画どおり進められたかという視点でございます。 

 ３．実施計画の推進状況の観点、特にマネジメントが適切に行われたのかど

うかという観点でございます。 

まず、（１）でございますが、先ほど挑戦的・意欲的なテーマ設定を促進す

るといった観点での公募等が行われたといった経緯についてご説明をさせてい

ただきましたが、研究期間が通常５年のところを、少し様子見的なところもあ

って、３年というふうな形で進めていたところがございまして、その点につい
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てフォローアップの中で、その延長といったことも検討すべきではないか、柔

軟な対応が必要ではないかという指摘をいただいておるところでございまして、

そういった観点で、そういった適切な対応がとられたかについて、視点として

定めてございます。 

 それから２つ目に、今回のプログラムにつきましては、プログラムディレク

ター及びプログラムオフィサーを指名いたしまして、プログラムディレクター

が座長となってございますプログラム推進委員会が一元的に全体の進行管理を

行う、また、推進委員会においてプログラムオフィサー等により研究の進捗状

況の報告を行い、これを踏まえて、推進委員会において計画の見直しや資源配

分の見直し等を行い、プログラムの進行に反映させるといったこととなってご

ざいました。これについて適切に進められているかといった視点でございます。 

 （３）につきましては、フォローアップの指摘の中で、もともとターゲット

タンパクの研究プログラムについて、１３のターゲットを示して公募をかけた

ところ、２つのテーマにつきましては該当するものがないという状況になって

いて、これについて適切な方策を講ずるべきというふうな指摘がなされていた

ことについて、きちんと進められたかという観点です。 

 また、人材育成についての取り組みについては（４）でございまして、

（５）につきましては、先ほどの化合物ライブラリの外部公開につきまして、

きちんとロードマップを示し、体制を整備したかというところのマネジメント

の確認でございます。（６）につきましては、技術開発研究の情報プラットフ

ォームの分野についてですが、これはこのプログラムの中できちんと連携し一

体的に進めるために核となる役割を果たすものでございまして、こういったも

のを活用しての連携がきちんと行われ、全体の研究が加速されるような取り組

みがきちんと行われたかという観点について書かせていただいてございます。

（７）につきましては、後ほどご説明がございますが、文部科学省において事

後評価を自ら行っており、そういった評価結果の反映といったところ、その辺

のマネジメントがきちんとなされているかという観点について、書かせていた

だいてございます。 

 調査検討の視点につきましては、以上のようなことで事務局からご提案をさ

せていただいております。今回のこの調査検討の視点につきましては、進め方

に定めた調査検討事項に即して、ある程度幅広く、網羅的に書かせていただい

ておりますが、実際の評価の段階におきましては、あまねく全て丸でないとい

けないということではなく、また検討視点ごとの重みづけといった観点も重要

かと思っておりますので、そういった点も含めてご検討いただければという趣

旨で考えてございます。 

【座長】 ただいまのご説明につきまして、何かご質問等がございましたら挙
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げていただきたいと思います。 

【委員】 ターゲットタンパク研究は、平成１９年度から２３年度という５年

間だということですけれども、フォローアップが２０年の９月ということにな

りますと、始まって１年半ぐらいですよね。これは中間評価としてはタイミン

グは少し早いと思うのですが、この時点でフォローアップをしたというのは、

こういう通常の場合としてはタイミング的にはこのぐらいなんでしょうか。と

いうのが１点と、それから事前評価の時点では、５年間で総額３００億円以上

という大きなものだったんですけれども、今回、事後評価をやるときに、フォ

ローアップによって大きく事前評価から軌道が修正されたならば、事後評価は

フォローアップのものを水準に考えて事後評価するのが妥当なのか、それとも

事前とフォローアップをバランスよく加味して評価すべきかという、ちょっと

その辺のところをご説明いただければと思います。 

【事務局】 事前評価は事業実施年度の前年度に行って、実際の予算配分等に

反映させる趣旨でその前年度に行いますが、その時点で指摘された事項につい

て、事業着手後にどのようになされていて、きちんとその後の対応が図られて

いるかという観点でフォローアップを行うということでございますので、した

がいまして事業着手後の翌年度に、ある程度実際の実施内容が確定した段階で

なるべく早期にといった趣旨で、そういったタイミングで行っているというの

がフォローアップの実施時期の考え方でございます。 

 ２点目でございますが、実際のプログラム、研究開発を進めるに当たって、

事前評価での指摘事項を踏まえて、指摘事項を実施府省にお伝えして、それを

踏まえて具体的な実施内容を固めていくというプロセスになってございますの

で、実際にフォローアップの段階でそこの確認を行っているという作業になり

ますので、事前評価からフォローアップにかけての流れの結論としての内容と

いうのは、フォローアップ結果の時点というのが有効値といった前提で考え、

その後の実施状況について、また今回の事後評価で確認をしたいというふうな

趣旨で考えてございます。 

【委員】 わかりました。ということは、特別にいわゆる５年間のプロジェク

トで中間評価というものはこの内閣府の中ではやっていないということですね。

文科省はやっているとしても。そうですね。 

【事務局】 はい。 

【委員】   あくまでも５年間のプロジェクトに対する事前評価の分を達成

するときに、実際に動いて、それが動き過ぎてしまってはいけないので、１年

間でフォローアップして、その事前評価の部分が正しく進んでいるかどうかの

道しるべというか、進めてという、そういう形になるわけですね。わかりまし

た。 
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【座長】 ほかに何か先ほどのご説明につきまして、ご質問等あれば挙げてい

ただきたいと思います。なお、この調査検討の視点であるとか、その内容につ

きましては後ほど議論させていただきますので、それ以外の点につきまして、

ご質問があれば挙げていただきたいと思います。 

  

（説明者 入室） 

 

【座長】  

 本日はまず研究開発の内容につきまして、文部科学省のほうから約２０分で

ご説明いただきまして、その後、４０分程度で質疑応答をさせていただきたい

と考えてございます。 

 それでは、次に説明に当たっての注意事項につきまして、簡単に私のほうか

らご紹介させていただきます。 

 この評価検討会は非公開という扱いでございまして、傍聴は事務局限りとし

ております。文部科学省からご説明いただく方は、このメーンテーブルにご着

席して説明をしていただき、説明及び質疑の後は説明補助者の方を含めてご退

席いただくことになりますので、よろしくお願いいたします。また、会議資料

につきましては、会議終了後に原則公開することとなっております。したがい

まして非公表扱いのものがございましたら、説明の中でその旨、非公開とする

理由を含めて申し入れをお願いいたします。それから、議事概要につきまして

は公表することとしておりますので、文部科学省からの説明にかかわる部分に

つきましては、公表前には事実確認等をいたしますのでよろしくお願いいたし

ます。 

 注意事項は以上となります。 

 それでは、ご説明のほうをよろしくお願いいたします。 

【説明者】 それでは、１ページ目をご覧ください。 

１．が概要になりまして、（１）に本プログラムの構成、課題の一覧などを

つけております。また（２）に推進体制を示しておりまして、２．に本プログ

ラムの成り立ちと推移、本プロジェクトは平成１８年度に終了しましたタンパ

ク３０００プロジェクトの後継として始まっておりますので、そのタンパク３

０００プロジェクトの事後評価結果を反映して開始をされています。 

 ２ページ目をご覧いただきたいと思います。３．にこれまでの評価結果をま

とめておりまして、総合科学技術会議の事前評価、フォローアップ評価、行政

刷新会議の事業仕分けなどを受けて、常に改善を図りながら事業を推進してき

ております。４．に成果をまとめておりまして、プログラム全体としての成果

から、各領域・分野ごと、各課題ごとの成果をまとめております。 
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 ３ページ目をご覧いただきたいと思います。（４）に具体的な成果指標とし

て、論文、特許、立体構造解析、共同研究等の成果指標に従って成果をまとめ

ております。５．に成果の活用として、波及効果をまとめております。医薬品

等への実用化に応用された成果や、研究開発施策として活用されたものもあり

ます。最後に６．に、人材育成とアウトリーチ活動をまとめております。 

 それでは、資料の説明に入ります。５ページをご覧いただきたいと思います。 

 本プログラムは、平成１９年度より２３年度の５年間に実施をされました。

目標は資料にありますとおり、重要な生命機能を担うタンパク質ネットワーク

群の作用機序の解明ということで、詳しくはその下段にありますとおり、これ

まで得られた成果や、基盤等を活用しつつ、学術研究や産業振興に重要なタン

パク質をターゲットとし、それらの構造・機能解析に必要な技術開発と研究を

行う。これにより、生命現象の統合的理解、医学・薬学等の産業への貢献、並

びに構築した基盤のより広い分野の研究、産業へ波及効果を与えることを目指

すとなっております。 

 事業の概要ですが、本プログラムは大きく２つに分かれておりまして、Ⅰの

技術開発研究と、Ⅱのターゲットタンパク研究に分かれます。Ⅰの技術開発研

究は、タンパク質の構造・機能解析の基盤技術を開発し、高度化するもので、

Ⅰ－①の生産領域、Ⅰ－②の解析領域、Ⅰ－③の制御領域、Ⅰ－④の情報プラ

ットフォームを一体的に推進し、Ⅱのターゲットタンパク研究では、それらを

活用して解明が困難なタンパク質の構造・機能研究を、Ⅱ－①の基本的な生命

の解明、Ⅱ－②、医学・薬学等への貢献、Ⅱ－③、食品・環境等の産業応用の

各分野で進めました。 

 予算額は左下の表のとおりで、初年度の１９年度は、技術開発研究が３７億

円、ターゲットタンパク研究は１９億円の合計５５億円で始まり、その後徐々

に下がっていきまして、５年間で総額２１３億円を措置したということでござ

います。２３年度の技術開発研究は、後ほど詳しくお話ししますが、後継の施

策に引き継がれましたので、予算は計上されておりません。 

 ６ページをご覧いただきたいと思います。Ⅰの技術開発研究の４領域、Ⅱの

ターゲットタンパク研究の３分野ごとの課題数と参加機関数を整理してござい

ます。これらを合計しますと、４５課題で１２５の研究機関が参画をして実施

をされました。 

 ７ページをご覧いただきたいと思います。技術開発研究の領域ごとの目標を

整理してございます。 

 ８ページ以下に課題の一覧を掲げてございます。８ページがⅠの技術開発研

究の領域ごとの課題になります。 

 ９ページにターゲットタンパク研究の概要と、分野ごとの目標を整理してご
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ざいます。なお、ターゲットタンパク研究の個別の課題は、それぞれの分野で

あらかじめターゲットとなるタンパク質を設定して公募した課題Ａと、応募機

関からの創造的な提案による課題Ｂに分けられております。 

 １０ページご覧いただきたいと思います。以下、Ⅱ－①の基本的な生命の解

明の課題の一覧、１１ページにはⅡ－②の医学・薬学への貢献の課題、続きま

して１２ページにはⅡ－③、食品・環境等の産業応用の課題の一覧となります。 

 １３ページに本プログラム推進体制を示してございます。文部科学省の下に

推進委員会がありまして、推進、運営方針の検討や、プログラムの基本的な検

討などを行いました。その下に運営委員会がございまして、具体的なプログラ

ムの運営を行いました。これらの体制のもとで、ＰＤＣＡサイクルを着実に実

施するため、毎年全課題を対象にヒアリングを実施し、運営委員会による詳細

な内部評価、ＰＤ・ＰＯによるサイトビジットなどを行い、資源配分を含めた

研究計画の見直しなどを行いまして、適切なプログラム運営を行いました。 

 １４ページには、その推進委員会の委員の名簿です。 

 １５ページは運営委員会の委員名簿です。 

 １６ページはプログラムディレクターとプログラムオフィサーの名簿、その

マネジメント活動を示してございます。ＰＤ・ＰＯによるマネジメントについ

ては、こちらにございますとおり、ＰＯが各担当分野、領域を担当し、ＰＤは

全体を総括するという体制でございました。ＰＤ・ＰＯが中心となりまして、

年度ごとに内部評価を実施し、研究課題の見直しとか、研究実施者の要望に基

づく提言などを踏まえまして、効果的、効率的な事業運営を行いました。また、

事業者全体に対して、リーダーシップを発揮して、研究開発の推進、プログラ

ム内外の連携に貢献をいたしました。 

 続きまして、１７ページから本プログラムの成り立ちと推移を示してござい

ます。１８ページに本プログラムの前身でありますタンパク３０００プロジェ

クトの事後評価結果のポイントを示しております。１８年６月の報告書では、

ターゲット選定については、個々の解析研究者の関心だけでなく、医学・薬学

から環境、食品などの応用分野を含んだ幅広いライフサイエンスの研究に携わ

る研究者の視点から設定され、科学的に精選重点化が図られる必要があると指

摘をされ、１９年８月の事後評価では、膜タンパク質等は重要なタンパク質で

あるにもかかわらず難易度が高いため、いまだにほとんど解析が進んでいない

と指摘をされました。 

 これらを踏まえて、本プログラムのあり方を検討し、タンパク質の研究プロ

ファイル委員会でターゲットとするタンパク質を選定しました。この結果、定

められたのが冒頭５ページで示したものと同じ、この事業目標となります。 

 １９ページにこのタンパク質研究プロファイル委員会の名簿を示してござい
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ます。２０ページに課題選考委員会、２１ページに追加公募時の課題選考委員

会の名簿を示します。 

 ２２ページに本プログラムの推移を示してございます。１９年度の事業開始

後、２０年度に総合科学技術会議のフォローアップ評価がありまして、３年で

終了する課題の延長等について、柔軟な対応が必要、当初の公募で充足できな

かった２つのターゲットについて、適切な対応が必要との指摘の２つの指摘を

いただきました。２１年度にその指摘を受けて、不足していたターゲットの公

募を実施し、採択課題を追加しました。また、行政刷新会議による事業仕分け

により、評価・検証が不十分で、予算の縮減が必要だとの指摘を受けました。

２２年度にはそれらを踏まえて、予算を縮減、課題を整理、３年で終了予定で

あった課題の延長、ほかの課題の統合等を実施しました。さらに総合科学技術

会議の優先度判定結果などを踏まえ、技術開発研究については新たに外部解放

を推進する補助金事業として開始をしました。 

 ２３ページ以降に、これまでの評価結果をまとめております。２４ページに、

評価を受けた一覧を示しております。２５ページから２７ページにかけて、こ

れらの指摘事項等を表形式でまとめております。総合科学技術会議による事前

評価で指摘をされたターゲットの選定、目標設定、研究推進体制などのテーマ

ごとの指摘に対して真ん中の欄になりますが、総合科学技術会議のフォローア

ップ結果、また一番右の欄になりますが、文科省による事後評価結果で、どの

ような結果になっているのか。総合科学技術会議による事前評価の結果がどの

ようにフォローアップないしは文科省の事後評価で指摘をされているのかとい

うことを整理した表でございます。升が青い部分がそのフォローアップ及び文

科省の事後評価では適切に対応していると評価されておりますが、升が赤い部

分、つまり２５ページの下の、２５ページ目標設定のフォローアップ結果と、

２６ページのマネジメントのフォローアップ結果については指摘事項をいただ

いておりまして、２８ページにそれらの指摘事項への対応を示しております。 

 この内容につきましては、先ほど２２ページでご説明したものと同じでござ

いますが、１つ目の３年で終了する課題の延長等について柔軟な対応が必要等

の指摘に対しては、延長やほかの課題との統合などを行いました。２つ目の当

初の公募で充足できなかった２つのターゲットについて適切な対応が必要との

指摘に対しては、不足していたターゲットの公募を実施し、採択課題を追加し

ました。 

 ２９ページより成果を示します。３０ページに本プログラム全体の成果の概

要を示しております。技術開発研究の成果としては、世界に先駆け、解析、制

御、情報を融合することにより、創薬等の実用化に活用可能な、世界最高水準

の革新的研究基盤を構築しました。また、ターゲットタンパク研究では、極め
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て難易度の高い、科学的に重要なテーマを選定し、国際的に評価の高い研究成

果を数多く創出、さらに産業界との共同研究を積極的に展開をしました。これ

らを一体的に運営することにより、本プログラムの成果としては幅広いライフ

サイエンス分野の研究を融合、高度な技術基盤を一体的に活用し、多くの優れ

た研究成果を創出、実用化に向け着実な取り組みを推進したと考えてございま

す。 

 ３１ページ以降は、各領域、各分野ごとの成果の取りまとめとなりますが、

時間の関係上、詳しい説明は省略させていただきますが、例えば３２ページの

Ⅰの技術開発研究のⅠ－①、生産領域では赤字の部分をご覧いただきたいので

すが、高難度タンパク質の特性に合わせた優れた要素技術を新たに開発・高度

化しました。科学技術的な成果として、これまで不可能であった自己免疫疾患、

関連タンパク質群、メタボリックシンドローム関連タンパク質群の機能解析・

構造解析に成功しました。 

 ３３ページのⅠ－②、解析領域では、Ｓｐｒｉｎｇ－８の超高輝度マイクロ

ビームビームラインにおいて、世界最高性能の１μｍ角の超高輝度マイクロビ

ーム生成に成功しました。科学技術的な効果として、このマイクロビーム及び

重篤な放射線損傷を回避する測定手法が、膜タンパク質等の微小結晶構造解析

に有効であることは世界で初めて実証しました。 

 ３４ページのⅠ－③、制御領域では、約２１万の化合物を収集し、探索基盤

としてスクリーニング設備を整え、アカデミアの創薬を支援する体制を構築し

ました。また、新薬開発に向けて大手製薬企業との共同研究に進んだ創薬シー

ズもあります。 

 ３５ページのⅠ－④、情報プラットフォームでは、交流会・研究会の開催、

共有サイトやニュース配信を両輪としたプログラム内外の共同研究を展開しま

した。タンパク質研究のオールジャパンで活用できる有用なデータベースを構

築・公開し、さらにバイオインフォマティクス技術を高度化し、モデリング技

術によってドッキングの精密な機能解明を支援し、より薬理活性が高い分子の

導出に貢献しました。波及効果の②にありますとおり、このデータベースはＪ

ＳＴのバイオサイエンスデータベースセンターに組み込まれております。 

 ３７ページにターゲットタンパク研究のⅡ－①の基本的生命の解明では、膜

タンパク質や複雑な複合体の構造解析が進み、動的な構造変化も解析可能とな

り、複雑な生命システムの動作原理の解明に貢献しました。国際的な最高水準

のジャーナルに数多くの論文を発表しました。 

 ３８ページのⅡ－②、医学・薬学等への貢献分野では、超高難易度のタンパ

ク質の構造解明を世界初で行いました。また、重篤疾患の治療の基礎となる制

御分子の入手や企業への導出に成功しました。科学技術的な効果として特許出
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願は１７件、企業等との共同研究・技術移転を７件行いました。 

 Ⅱ－③、食品・環境等への産業応用分野では、著名な科学技術雑誌であるサ

イエンス誌によるその年の１０大発見に選ばれるなど、世界をリードする多く

の優れた成果が得られました。また、多数の高機能化酵素を創出し、実用化に

向けて産業界との共同研究に発展しております。 

 ４０ページ以降は、具体的な成果指標でまとめてございます。４１ページを

ご覧いただきたいと思います。本プログラムによって、昨年２４年９月までに

登録をされました成果がこちらです。論文が１，５９８報、関連特許出願が６

２報、うち国際出願であるＰＣＴ出願が２８件、タンパク質の構造解析が４６

８件、コンピュータ上でタンパク質の立体構造を予測するホモロジーモデリン

グが４８６種類、ライセンスアウトが１４件、製薬企業との共同研究が２７件

などの成果が出てございます。 

 次ページ以降はさらに詳しくご説明をいたします。４２ページに論文発表の

詳細を示してございます。全１，５９８報のうち、インパクトファクターが５

以上の論文が５８７報を占め、ネイチャー及びネイチャーシリーズで７６報が

発表されてございます。 

 ４３ページをご覧いただきたいと思います。こちらは知的財産に関してなん

ですが、知的財産の考え方としまして、特許出願については件数のみを重視せ

ず、産業化が見込めるものについて、戦略的にとり行うというような方針で臨

んでおりますし、知的財産については特にこのＰＤ・ＰＯによるサイトビジッ

トを念入りに実施をしまして、適切に指導・助言を行ったということでござい

ます。 

 続きまして、４４ページから４８ページまでが具体的な特許出願のリストを

示します。一つ一つが非常に大切な大変な成果だと思いますが、時間の関係上、

ざっと見ていただくだけになります。さらに４８に食品・環境分野での特許の

出願状況がございます。４９ページに立体構造解析とホモロジーモデリングの

数を示してございます。 

 ５０ページの共同研究では、本プログラム内外の共同研究として４１２件、

本プログラム内の共同研究は１９０件行っております。５１、５２ページをご

覧いただきたいと思います。本プログラムで開発したデータベースの一覧、こ

れが１０件ございます。さらに公開サイトが３件、解析ツールが１４件ござい

ます。 

 ５３ページに本プログラムで整備した基盤の利用状況を示してございます。

タンパク質生産利用、マイクロビームビームラインの利用、化合物の提供と相

談件数、公開サイトの利用状況について示してございます。いずれもプログラ

ム外での利用も進められております。 
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 ５５ページから本プログラムの成果の活用状況について示しております。５

年間の事業期間のうち、研究試薬やキット等として既に実用化されたり、企業

へ技術移転された成果もありました。また、開発に１０年以上の長期間を要す

る医薬品等の実用化につながる成果については、製薬企業との共同研究を実施

し、着実な取り組みを進めております。 

 ５５ページをご覧いただきたいと思います。ここでは成果の活用の流れをま

とめております。技術開発研究からは、図の中央やや上にありますとおり、２

７件の特許を出願しており、また１４件については実用化へ向けて試薬メーカ

ーにライセンスアウトをしてございます。その結果、右側ですが、既に９件に

ついては試薬やキットとして販売を開始されております。下のターゲットタン

パク研究についても、図の中央下にありますとおり、１６課題で合計３５件の

特許を出願しており、そのうち１１課題、２７件については実用化を目指した

企業との共同研究に発展してございます。 

 ５６ページには実用化に向けた取り組みの代表例としまして、特に医薬品の

開発について基礎研究、応用研究、産業応用の３段階に分けて詳細に説明をし

てございます。上段の創薬の流れには、一般的な医薬品開発の流れの概念図を

示してございます。病気の本態解明から得られた知見を活用して、創薬標的タ

ンパク質の同定、アッセイ系を構築してハイスループットスクリーニングを実

施して、ヒット化合物を探索をします。その後、ＡＤＭＥＴを考慮した創薬化

学による最適化研究を進めてリード化合物とし、さらにリード最適化を行い、

医薬品候補化合物を取得します。その後、前臨床、臨床試験を経て初めて医薬

品とし上市されることになります。一般的にはこの応用研究には１０年以上を

要すると言われております。 

 下段には上段と照らし合わせて、本事業の対応を示してございます。本プロ

グラムでは、創薬につながる成果についてはⅠ－③、制御領域の化合物ライブ

ラリを活用して、スクリーニングを実施しまして、ヒット化合物の取得を行い

ました。有望なヒット化合物が得られた課題では、積極的に製薬企業と共同研

究を行うことにより、医薬品としての実用化を着実に進めることができました。 

 図の下部の下の四角にお示ししたように、疾患関連タンパク質をターゲット

とした２５課題について、構造・機能解析に成功し、そのうち創薬につながる

１９課題については、ヒット化合物を取得しました。さらに１１課題について

は合計２７件の共同研究を製薬企業と展開しており、将来の新薬としての実用

化が期待されております。 

 ５７ページには、先ほど申し上げたとおり、既に製薬企業と共同研究を実施

している成果１１課題２７件を示してございます。５８ページにはまだ製薬企

業との共同研究には行っていないんですが、ヒット化合物である制御化合物を
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取得した８課題を示してございます。 

 また、５９、６０ページには、実用化試薬として、実用化の取り組みをまと

めてございます。さらに６１ページには、食品・環境分野の実用化に向けた成

果の活用状況をまとめてございます。 

 ６２ページには、我が国の産業競争力向上への貢献としまして、今まで説明

したことの繰り返しになりますが、このような形で幅広い産業への貢献をして

ございます。６３ページには、本プログラムのⅠの技術開発研究、生産、解析、

制御、情報の各領域で構築された技術基盤は、平成２３年度から文科省の補助

金事業、創薬等支援技術基盤プラットフォームに引き継がれ、さらなる高度化

を進めるとともに、オールジャパンの研究機関や、企業等の研究者に広く共用

されてございます。 

 本プログラムでは、人材育成やキャリアパスの支援にも力を入れて取り組み

ました。６５ページには人材育成の取り組みの例を示してございます。プログ

ラムの全研究者が参加する成果発表会を毎年開催して、研究交流を進めるとと

もに、分野ごとにより深い議論を行い、若手研究者の育成を目指した分野別班

会議を合計１２回実施しました。また、若手研究者の教育のための講習会等を

積極的に行いました。 

 ６６ページには本プログラム参加者のキャリアパスの追跡調査結果をまとめ

ております。表の一番左には、各研究者がプログラムに参加した時点での職位

を、右側にはプログラム終了時の職位を示してございます。下には学生として

プログラムに参加した研究者と、ポスドクとしてプログラムに参加した研究者

の追跡調査結果を積み上げグラフに示してございます。延べ３７１人の学生が

プログラムに参加し、終了時には１４８人が企業等の、１９人が大学等の常勤

職員の職についております。同様に、ポスドクとして参加した１６１人につい

ても、１１人が企業等の、３３人が大学等の常勤職員の職を得ました。このよ

うに、本プログラムの経験を通して、若手研究者が着実に育成されていること

が確認されました。 

 ６７ページには、そのうち４名の方の具体的な例を示してございます。左上

の研究者Ａは、博士研究者、ポスドクとしてプログラムに参加をし、光化学系

Ⅱの研究において、サイエンス誌の２０１１年の１０大発見に選ばれる成果を

挙げ、現在は公立大学の特任准教授に就任しております。研究者Ｂは、独法研

究所の研究員としてプログラムに参加し、創造的な提案によるＢ課題として３

年間、非常に難易度の高い膜タンパク質、味覚受容体の研究に取り組みました。

その後、研究成果をさらに発展させ、最先端次世代研究開発支援プログラムに

採択をされております。解析の極めて困難な膜タンパク質の研究が高く評価さ

れ、現在は国立大学の教授になられております。研究者ＣとＤは、ともに国立
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大学の特任助教としてプログラムに参加をし、植物の耐乾燥性に関する研究で

大きな成果を挙げました。これもサイエンス誌の２００９年科学の１０大発見

に選ばれております。現在は本プログラムの経験を活かし、それぞれ国立大学

の准教授と助教に就任されております。 

 ６８ページには、アウトリーチ活動の例をお示ししております。本プログラ

ムでは毎年公開シンポジウムを開催しました。シンポジウムには一般の方から

も多くの参加者が集まり、毎年４００人以上の方が集まりました。そのほかに

も産学懇談会、高校生のための講義や実習など、幅広いアウトリーチ活動を実

施しました。また公開サイトからの情報発信には、ユーチューブを活用するな

ど、工夫を凝らしました。 

 ６９ページには、公開サイトの利用動向をまとめております。プログラム終

了後も、月平均３０万回以上のアクセスがございます。本プログラムの成果が

幅広く活用されていることを示していると考えております。 

 最後に、７０ページにこの公開サイトのトップページと、データベースの例

をつけてございます。 

 ７１ページ以下は参考資料となっておりますので、時間の都合上、説明は省

略させていただきますが、詳しい説明などが必要でしたら質疑の際にお申し付

けください。 

【座長】 それでは、質疑に移りたいと思います。 

【委員】 ２２ページのところに、ターゲットタンパク研究プログラムの推移

ということが書いてあるんですけれども、これ３００億を超すということで、

事前評価をやらせてもらったということで、たまたま私、その事前評価にかか

わったものでして、それを活かす意味で更にその後にフォローアップをやった

ということで、不足したターゲットに公募を実施して、採択課題を追加という、

非常にレスポンスよくされたと思うんです。しかし、その後に予算が減ったと

いうことで、いわゆる課題を整理して縮減という形になってくると思うんです

ね。ということは、今回の事後評価に際しては、フォローアップ後のこの縮減

というものによって、どこを優先して思い切ってここを削るということが、現

実としてそんな簡単にできたものなのか、まず疑問に思いました。実際、つま

りどういうことかというと、これによって優先順位を下げていて、公募によっ

て追加したんだけれども、もう一回見直しして大きく削ったような分野とか、

そういうのがあるのかどうかということをまずちょっとお聞きしたいんですが。 

 

【説明者】 ２２ページの平成２２年度のところなんですけれども、予算の削

減はしております。しかしながら、ほとんどの課題は継続するような形、その

うちどういったやり方をしたかと言いますと、そういう技術開発をしているメ
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ンバーが課題を持っているのを、それを削減をして、具体的にターゲットタン

パクの個別課題のところ、要素技術を必要とする課題とペアを組ませることに

よって、つまりそこの課題にその方を参画させるという方法によって、効率的

に統合して、予算削減をしているんですけれども当初の目的は達成できるよう

な組織づくりをしております。 

【委員】 多分、そういうご努力をされて、これだけの成果を輩出されている

んだろうと思うんです。けれども、当初計画では全体が３００億円程度という

ことであったが、途中を含めて、多分、最終的にはかなり額が減ったというこ

となんです。努力されてそういう課題、うまく運営されたということなんです

けれども、逆に言うと減らしても影響なかったよということが余り前面に出過

ぎると、今後の大規模なプロジェクト計画について結構厳しい評価、つまり大

きく減額しても何とかなった前例（事例）になることは避けるべきと思います。

従って、本当にここは削って困ったんだというようなところは、むしろはっき

りさせたほうが私はいいのではないかなと思ったんです。 

 例えば、３００億円が２１０億円に減額ですよね。ですから、例えば２１０

億円といっても最後のほうは別のところで、例えばこれをつなぐような創薬支

援基盤技術ネットワークのほうでお金を取っているので、その部分が加算され

れば実際の数字はもう少し大きい桁になっているという形にならないと、これ

一般公開されたときに額だけ見ると、３００を２００ちょっとに減らして、担

当者が努力したからそれをそのまま全うできたというのも、いかがなものかと

ちょっと思ったんです。 

【説明者】 資料の５ページをご覧いただきたいんですが、ここに予算の推移

がございます。下のほうに小さいですけれども、技術開発研究とターゲットタ

ンパク研究と２つありまして、ご指摘のとおり、５５億円からだんだん減って、

平成２２年度においては４３億ということですから、これ基本的に個別課題は

余り減っていない。つまり３５課題ありますターゲットタンパク研究について

は減っていない。技術開発研究につきましては、２２年度に落ち込みを見せて

いるというところであります。ここは技術開発研究、もともと３年課題という

のがありまして、３年で一応の目標を達成して、それから新たな目標を設定し

てやっている部分と、先ほど申し上げた技術開発研究をターゲットタンパク研

究に組み合わせたというところでありますけれども、特に技術開発研究で、困

ったところがあれば補足していただけますか。 

【説明者】 １つはお金がないために、日本独自の技術をあきらめざるを得な

かったものというのもございます。例えばＳＡＩＬ法、ＮＭＲの技術ですが、

これは金がかかるもので、３年間で真正面からそれに取り組むということは避

けまして、個別研究の中身に入れていただいて、つつましいんだけれどもやる
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ということにしました。それはちょっと残念だったなと思っています。 

【説明者】 私からは、今のご質問に対して、やはりこの技術開発、例えばマ

イクロビームの建設とか、そういうような部分については初期投資が大きい。

そういう点ではこの部分で予算が漸減しているというのは、実質的な研究が弱

くなったとは私は思っておりません。 

【委員】 １点目、化合物ライブラリの外部公開の件です。資料の５５ページ

などで記載されているように実際にプロジェクトに携わったところから幾つか

成果が出ていると思うのですが、今後の外部公開の進め方も含めて、一つお話

をお聞きしたいということ。２点目は人材育成のところで、実際にこちらのプ

ロジェクトに携わった研究者の方、キャリアパスも含めて、非常にすばらしい

成果を挙げられていると思うのですが、それ以外にそこで培われた、実際に携

われた研究者以外の方、例えばアウトリーチ活動のような形での教育的な観点

とか、あるいはその波及効果として実際にそこでシンポジウムに参加された方

への啓蒙活動など、全体としてこのプロジェクトを通しての人材育成の考え方

をお聞かせいただきたい。 

 ３点目は、ご説明はありませんでしたが、こちらの資料の９０ページのとこ

ろです。全体の５年間の計画のところで、実際にＰＤＣＡサイクルを回す中で、

柔軟な計画、資源配分の見直しを行ってきたということの記載があるのですが、

今の質問にも関係すると思いますが、実際にこの５年間の中での一番の大きな

ポイント、柔軟な計画ということで変更点もあったかと思いますし、ある意味、

予算の削減もあったかと思うのですが、そういうことも含めて再度確認させて

いただきたいと思います。 

【説明者】 それでは、化合物ライブラリのほうを担当いたしました私のほう

から説明をさせていただきます。 

 参考資料で７６ページ、ページ数がちょっと消えているようですが、ロード

マップと書いたところを見ていただけますでしょうか。かなり赤く派手派手し

い図が書いてありますが、これ２００７年からこのプロジェクトが始まりまし

て、そして２年後、初めは委託研究ですから当初は外部には配れなかったわけ

ですけれども、ＣＳＴＰ等の指摘によりまして、私たちの望むところですけれ

ども、それ以外の日本全国どなたでも使える格好で外部提供を開始いたしまし

た。２年後からですね。２００９年から。それから２０１０年、１１年とたち

まして、その間に当然その化合物もどんどんふえてきてまいりまして、その件

数等も非常に多くなってきております。 

 その具体的な件数といたしましては、その次のページの７７ページのところ

に棒グラフで書かせていただきました。まさにうなぎ登りと言ってよろしいの

ではないかなと思いますが、これは実際に化合物をくださいといって申請が出
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た件数でありまして、打ち合わせだけ、まだ発生型ができていないものも入れ

ますと、これは約１．５倍、大体１年間に二百何十件ですから、ほぼ毎日に近

い状態で打ち合わせを行って化合物を出していると。これは最近では一つの特

徴といたしましては、アカデミアだけではなくて、企業にも出しております。

企業から、こういうものをくださいということで実際に使われて製品化をする

ということをやっております。 

 以上です。 

【委員】 そこのところで、企業とアカデミアが実際に使うに当たって、特に

運用・ルールなどの違いは。 

【説明者】 全くありません。 

【委員】 そういうのは全くないということで。 

【説明者】 はい。私たちの条件としては、唯一出たデータをフィードバック

していただきたい。つまりあるタンパクの阻害効果とか、そういうのを見るわ

けですけれども、必ずそのデータは、私たちはデータベースをつくらなければ

いけませんから、あげっ放しというわけではなくて、それを全部データベース

といたします。ただ、特許あるいは論文を書くという公表されるまでは、厳格

な守秘義務を結んでいますので、大学あるいは企業から出たデータを公表する

わけにはいきません。それは最初は企業の方はなかなか信用していただけなか

った―ここだけの話だけれどもという話が出てくるのでなかったのですが、

最近では非常にそれも浸透いたしまして、非常にふえてきたというところです。

ただもちろん９割近く、９割以上はアカデミアからの申請がほとんどですけれ

ども。 

【説明者】 ご質問のうちの人材育成とアウトリーチ活動について、私からご

説明いたします。この資料の６５ページから始まるところにございますけれど

も、この中で特に６６、学生及びポスドクがどのような職を得たか。この表は

現場を多少近いところにいる人間としては、よくやったと思うと同時に、実は

まだまだ、例えばポスドク９０人をどうするのだというようなことが、やっぱ

り私気になるわけでございますので、満足しているわけではございません。た

だ、このようにここまで行ったということは非常に、言葉は悪うございますが、

この種のプロジェクトでよくやったのではないかと、そういう具合には思って

おります。その思う理由の一つは、その次のページにあるように、個別の研究

者がどのように評価されていったかという例を見ると、この研究がまさにキャ

リアパスの形成に非常に大きく貢献しているということがわかるからでござい

ます。 

 あと、アウトリーチ活動については、資料の６８ページにあるとおりでござ

いますけれども、この一般の人たちに対する公開講演会、これは非常に充実し
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たもので、専門の研究者もたくさん参加されたということも含めて、これがま

ず大きな成果だと思っております。それからその下のほうに、高校生向けのア

ウトリーチ活動と。実は余り回数多くやられているわけではございませんけれ

ども、高校生のクラス、４０人ぐらいが参加してくれると、そういうようなこ

とでありまして、そこに参加した高校生がいつ構造生物学の分野に入ってきて

くれるか期待したいと思っております。 

【説明者】   ３点目のご質問の９０ページのＰＤＣＡサイクルの実行につ

いてなんですけれども、ここは毎年、内部評価というのを行っていまして、全

課題について発表してＰＤ・ＰＯがヒアリングをして、そしてその内容につい

てコメントを出します。コメントを出して、それを次年度の事業計画に反映さ

せた形でやっていただくということで、その際にコメントに踏まえて必要な設

備とか消耗品は違ってきますので、それを細かくチェックして、翌年度資源配

分、課題の予算配分につなげているということがあるんですけれども、一番大

きいところでポイントなのは、やはり先ほど申し上げた要するに予算が減った

２２年度のこの事業仕分けのところの対応ですけれども、そういったところで

先ほど月原先生からもありましたけれども、ＳＡＩＬ法は少し縮小したとか、

そういったところなんかは、計画の資源配分の見直しの中心のところでござい

ます。 

【委員】 先ほどのライブラリに関連して、これ終了後も期間中以上に活用さ

れているとあります。それからウエブのところも、何かそのような記述がどこ

かあったと思うんですけれども、期間終了後のお金はどう工面されているので

しょうか。 

【説明者】 ３ページにこのターゲットタンパクの基盤部分ですね。生産領域、

解析領域、制御領域、情報という、この４つの領域を再編しまして、そして新

たに、今までは個別課題を中心として共同研究して進めていくというようなも

のだったんですけれども、その個別課題ということではなく、広くあらゆる科

学研究費補助金であるとか、競争的資金一般、そういうライフサイエンス研究

者全てに開いた、あるいは産業界全体に開いたプラットフォームとして、この

４年間で培った技術開発の成果をさらに高度化をしつつ、皆さんに使っていた

だくというプログラムに変えておりまして、ここで２０億円程度予算配分をし

ておりまして、この経費で運用をしています。 

 このプラットフォームというのは、ただこの成果を反映しているだけではな

くて、特に構造解析においては新しい概念、相関解析、相関構造解析といいま

して、Ｘ線のデータだけではなく、電顕とかＮＭＲ、そういったもの、それぞ

れの一般的なデータを取り寄せて、新しく構造を動的に、かつ非常に天然度と

かも高い状態で把握するような、そういう新たなインフォマティクスを使った
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技術をつくろうということで、そしてここには解析拠点には、新しくバイオイ

ンフォマティクス領域という、そういった領域を設けたり、あるいは化合物ラ

イブラリにあります制御領域につきましては、別な補助金事業で最先端基盤研

究事業というのがございます。この事業で大学６拠点、北海道大学、東北大学、

阪大、京大、九大、長崎と、この６大学に、ハイスループットのスクリーニン

グができる設備を、これ別事業で整備しておりまして、これをここで統合いた

しまして、仕組みとしては２１万化合物ライブラリ、東大の化合物ライブラリ

の提供を受けまして、全国６拠点、東大を入れまして７拠点なんですけれども、

スクリーニングをもうこれは広く開いていますから、いろいろな産業界の方と

か、地域の研究者の方に使っていただくような形で外部解放するということに

大きくなり、もっと細かく言うと、非常に高度化した部分もあるんですけれど

も、そういった事業でオールジャパン体制、創薬体制、アカデミアの創薬体制

を築くというような、新しい方向性の事業に生まれ変わっておりまして、そう

いった事業が少し１年前倒しで２３年度から始まっておりまして、ことしは２

年目ということで、そういった経費で賄っているところでございます。 

【委員】 では、その新しい施策はこの総合科学技術会議の評価の対象にはな

らない施策として始まったということですか。 

【説明者】 これも規模としましては、もう２０億程度で、５年間というと１

００億、それぐらいですので、この評価委員会の対象ではありませんが、もち

ろん文部科学省内では事前評価もやっておりますし、そういうことでございま

す。 

【委員】  別の観点からのご質問ですが、成果のところでお薬として、５７

ページですか、できそうな幾つも候補があるということですが、これ治験を開

始しているのは１つだけですね。あとは共同研究とか導出とか書いてあるんで

すが、この共同研究の中で治験までこぎつけそうなものは大体幾つぐらいある

と。 

【説明者】 ご存じだと思いますがいわゆる薬の開発では、最低でも１０年と

いう年数がかかります。実際に化合物ライブラリを整備して、外部に提供した

のが２００９年からですので、現在、いわゆる医薬品候補化合物を企業に導出

したものもありますが、実際に導出したうちで、私は薬学部ですが、実際１０

件のうち１件、実際の薬になれば成功ではないかなと思います。 

 そういう観点からいけば、今すぐ何件行きますかと言われるとちょっとお答

えしにくいんですが、導出した化合物も実際にありますので、企業と今連携し

た格好で行われていると。つまり企業ではこれを治験に入れるということで、

私たちが渡したのは、前臨床までの段階が私たちがやったところで、その後は

ご存じのように物すごいお金がかかりますので、５００億とかそういうお金が
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実際に薬にするためにはかかるでしょうから、企業が積極的にそれをやってい

くという格好になっております。 

 お答えになっていないかもしれませんが、その治験に何件かと言われると、

いい加減なことは言えませんので。ただ、治験に向けて実際本物を出したとい

うところを評価いただけたらと。つまり、本物にするためのものは出しました

というところで、ご理解いただけたと思います。 

【座長】 ほかには何かご質問等ございますでしょうか。 

【委員】 ５６ページのところに、今お答えになったとおり、なかなかこの場

で治験なんていう言葉はとても怖くて私は、到底立場上、言えるような、質問

できる言葉ではございません。よくわかっています。そのことを踏まえて５６

ページのところに、アカデミアと産業界、これは大変よく分けてある。つまり、

ハイスループットスクリーニングでやっていくことは、あくまでもヒット化合

物であって、リード化合物として、ここにＡＤＭＥＴと書いていますけれども、

創薬化学をやればそこまで行けばもうかなりのものが来たというふうに思うん

ですが。ということはヒット化合物の段階では、まだ特許性はないものである

のがほとんどであるから、物質特許としては確保されていない。一方特許の実

績が出ましたけれども、これいわゆるリード的なものとして共同研究でもいい

ですけれども、物質特許として押さえにかかっているような特許というのは具

体的にあるのでしょうか。 

【説明者】 おっしゃるとおりでありまして、この研究を進める上において、

いわゆるヒットがスクリーニングで出てきます。しかしヒットでは十分な強い

特許はとれませんので、当然それを最適化、ここの５６ページのところでリー

ド最適化と書いていますが、これを行わなければいけません。この次のプロジ

ェクトにおいては、その合成拠点も整備していただきました。ですからここで

実際にリード化合物を何百という格好でつくりまして、そこで初めて特許をと

る。非常に幅広い特許をとる。そして企業と話し合いを行って導出するという

格好になっています。ですから、実際にこの５６ページの図で言いますと、最

初の段階ではなくて、多くの場合、かなり後半のリード最適化まで来て、そこ

で企業と連携の話を始めるということになります。 

【委員】 そうすると、先ほどの特許の一連の中で、何とか剤とか、要するに

医薬品の候補みたいなものもありましたよね。それが国内の出願でとまってい

るのがありますよね、幾つか。この特許戦略としてその段階で国内の出願を出

すということは正しい判断でしょうか、つまり、その次に進んだときに企業か

ら見れば、それは公知の化合物になるので、企業戦略としては、余計なものを

事前に発表してくれたなということになると思うんですね。 

 その辺の特許戦略として、先ほど見ているとスクリーニング手法とか技術と
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かいうのと、それから化合物というのが、特許出願というか国際出願というの

は、ちょっと私が見ると戦略的ではないのではないかと。 

【説明者】 もちろんこの点に関しましては、特許戦略が非常に重要で、今先

生がおっしゃったように、特許に関しましては大きく分けて３つに分けられる

と思います。１つはそれほど大きなものではないので、一応、お金の面もあり

ますから国内にとどめているもの、それからＰＣＴ出願して、国際的にとると

いうものももちろんやっております。それと同時に、特許をとらないというこ

ともあります。特許をとらずに企業と話し合いを始めて、そうしますと企業は

非常に乗りやすいですから、もちろんそれの企業に関してはその担当した先生

方の企業が大きく入ってくるわけですが、一緒に出願するという。つまり、特

許をとってから企業に出すのではなくて、一緒にとるという、３点目はそうい

うやり方もあります。ですから特許戦略に関してはかなり考えて、当初からや

っているつもりであります。 

【委員】 先ほど言われていた数ではなくというのは、そこを言われたことで

すよね。 

【説明者】 はい。 

【委員】 わかりました。 

 続けてですけれども、せっかくなので細かい話になってしまうんですけれど

も、生産関係のことでちょっとお聞きしたいんですけれども。３２ページにヒ

ト由来の膜タンパクという、高難度という、この生産というのがどのぐらいプ

ロジェクト内の要求に応える膜タンパクの生産に進化したかというのがもう一

つお聞きしたい。この文面どおりかなり画期的に進んだものなのかという状況

を、ちょっとご説明いただければと思うんですけれども。 

【説明者】 ヒトの膜タンパク質、特に創薬ターゲットとなるものを中心に技

術開発を行いまして、最終的にはメタボリックシンドロームの治療薬開発に使

えるヒトの受容体タンパク質の構造解析ができるというレベルの試料調製と、

結晶化技術をつくりました。膜タンパク質としては、現在でもヒト由来の膜タ

ンパク質で創薬ターゲットそのものの構造解析が非常にまだ例数が少ないんで

すが、それを一般的に可能にする技術に仕上げたと思っております。 

 それからまた、その試料は構造解析のみでなく、抗体をつくるというところ

が中心として技術開発を行いまして、それは既に抗体医薬として導出が始まっ

ております。 

【委員】 その技術の基端になるところの基本特許というのはとられているも

のなのでしょうか。 

【説明者】 基本特許はとっておりまして、それについては国内外数社から既

にライセンスのお問い合わせはいただいて交渉して進めております。 
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【委員】 あと、プラットフォームのことでちょっと聞きたいんですけれども。

情報プラットフォームのことで、もし……お答えいただけると思うんですが。

終了後の実際のこのアクセスで、大体予想どおり伸びてくるものなのかという

ことと、それから波及効果として、このプロジェクトに直接関係なかった研究

者がこのプロジェクトの成果としてアクセスという形でどのぐらい活かされて

いるものかをちょっとお聞きしたい。 

【説明者】 プロジェクト終了後は、ターゲットタンパクが終了した後は漸減

するというふうに想定していましたけれども、それほど思ったほどは減ってい

ないというデータになっております。それから訪問者数、資料では利用件数、

アクセス数をお示ししておりますけれども、一意な訪問者数で言いますと、大

体３万人、年間で一意なアクセスする人が３万人で、大体同じぐらいレベルを

保っております。それはターゲットタンパクのホームページでは、ターゲット

タンパク固有の成果とともに、タンパク研究の動向のニュースも流しておりま

すので、それは引き続き更新をしております。そのために、当初我々が予想し

ていたよりは減り方が少ないという傾向になったと思っております。 

【委員】 数は確実に押さえるのは難しいと思うんですけれども、もともとこ

のターゲットタンパク研究というのは、最初のときから生命にかかわるもので

あるということと、それから製薬企業とか食品化学というのは、少なくとも課

題の公募という形では、共同研究はありますけれども、単独で企業が参加して

いるものではないですよね。ということは逆に言うと、プロジェクトが終わっ

た後に関連企業へどのぐらいの波及効果があるのかが重要だと思うんです。感

触として終わった後の成果として、参加しなかった企業とかその辺がアクセス

して有効活用されているんだという感触をお持ちですか。 

【説明者】 有効活用した実例というのは、残念ながら把握しておりませんが、

終了した年度の３月の時点では、大体６０％が産業界からのアクセスでありま

した。これはドメイン名だけで判定しておりますので、およそ６０％というこ

とです。 

【委員】 実用化のところについて、このプロジェクトの性質上、やはり診断

薬であるとか、製薬というところの実用化は比較的に取り組みやすいというこ

ともあり、応用例が多く出ているのですが、食品企業であるとか環境といった

ところではまだちょっと産業移転のところが、なかなか難航しているようにも

見えます。その辺ちょっと教えていただければと思います。 

【説明者】 おっしゃられますように、食品・環境、特に環境というようなと

ころでこの成果をすぐに活かすというのは、まだ少し時期尚早という面があっ

たかと思っております。ただ、食品といいますか、産業的な機能性タンパク質

の利用、もうちょっと具体的に言うと、触媒として有用物質の生産に酵素を利
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用すると。そのような面では、もう具体的な企業との共同研究が始まっている

のがございます。そのときに使う酵素の立体構造をもとにして、ここをこのよ

うに変えたら触媒としての性能が上がると。そういうように、構造に基づく、

要するに知識に基づいて機能を設計すると。そういうようなことがこの酵素と

いう生体触媒の領域で実現しつつあって、そういう点ではいわゆる産業的利用、

そういうアウトプットが少しずつというか、これから着実に出てくると思って

おります。 

【委員】 植物であるとか、畜産とか、そういった面でもかなりおもしろい成

果が出ていると思うのですが、やはりその産業の性質上、なかなかそういった

ところでスポンサーシップを行う、見つけるといっても、容易ではなくは課題

になってしまう。 

【説明者】 と思いますが。例えば植物のホルモンレセプターというようなこ

とで、サイエンスの世界１０大発見に挙げられるような成果が引き続いており

ますので、例えばそういうものはご存じかと思いますけれども、植物の育種と

いうようなものは、そういうようなある特定の遺伝子産物の機能がわかります

と、今では育種のスピードが非常に上がるということがございますので、これ

も見かけはまだまだ先と思われますけれども、そういう農産物に関する育種と

いうような利用は、やはりこれから出てくると期待しております。 

【委員】 今のお話と、医薬品についてもそうですが、ここまではすばらしい

アウトプットだと思います。次の段階として、社会にアウトカムをもたらすと

ころまでは、これから先誰がスーパーバイズしていくのでしょうか。今回の研

究は、これで完全に終わるのでしょうか。何か引き継ぐ機構ないし、グループ

はあるのでしょうか。 

【説明者】 もちろん、ターゲットタンパク研究は終了しましたけれども、や

はり今新しい創薬プラットフォーム事業、この事業もこれまでのタンパク研究

をやった方もやっぱり重要なユーザーであり、また引き続きその共同研究、そ

れは続いているところもあります。そういったところは、ある意味新しい事業、

創薬等支援技術基盤プラットフォームのほうでは、またＰＤ・ＰＯスタイルの

マネジメントではないんですけれども、文部科学省のところで推進委員会を設

置して、マネジメントを管理・運営をしていますので、引き続いてそういった

ところも含めて、チェックと言いますか、指導、管理できるというふうに思っ

ています。 

【委員】 ２点ほど伺いたいことがございます。先ほどのライブラリとかデー

タベースに関連してなんですが、ルール的には海外に対して、国内の使用者と

は差別化したルールになっているのでしょうか。オープンである場合にはどの

ぐらい、今これまでに使用状況があったかということを伺いたいのと、もう一
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点は、まさにＰＤ・ＰＯの役割ということなんですが、大変ご苦労なさったと

思うのですが、この体験から、ＰＤの業務としてやりづらかったこと、ご苦労

なさった点、あるいはＰＤがいたからこそこれができた、その辺のところをち

ょっとご体験を踏まえてお話しいただければと思います。 

【説明者】 化合物ライブラリの共用の件ですけれども、先ほどから強調して

おりますように、かなりこれは知財がかかります。時にはブロックバスターと

言って１，０００億からの売上を出すような医薬品もあります。日本の産業を

促進するということも一つの目的になっておりますので、現時点においては、

海外には出しておりません。国内の企業等、また国内の研究者で、国内でスク

リーニングするということを前提にして出しております。 

【説明者】 ＰＤ・ＰＯが苦労したかというご質問に、私から僭越ですが答え

させていただきます。余り苦労はいたしませんでした。全国的に非常にトップ

クラスの研究室が参加されましたけれども、その方たちが始まって非常に短期

間のうちに、相互のコミュニケーションというのもよくなりましたし、一体感

を持って、それから参加した研究グループごとに相互に競争意識を持って、結

果において非常に盛り上がって進んだ。それが私個人としての感想でありまし

て、そういう意味では余り苦労をいたしませんでした。 

 何か特別のことができたか。そういう点ではいろいろなことがございますけ

れども、それで成功してハッピーではあるんですけれども、もちろんやり残し

たことはあるように思っております。そういう点で、こういう領域、ライフサ

イエンスの基礎的な領域の知識がそのまま今ご質問がたくさんありましたよう

に、医薬というような出口、あるいは近い将来に農業生産というようなところ

にも生きていく。そういうものを国策として、これからさらに強力に推進して

いただくのにいろいろな策を文科省も考えていただいておりますけれども、ま

だまだお願いしたいというのが、そういう気持ちは持っております。 

【委員】 非常に息の長い基礎研究からのもので、アカデミアの分野では非常

に大きな成果もたくさん出ていると思うんですね。それでこういう分野という

のは１０年以上ということですよね。最初の段階から産業界が関与しているテ

ーマというのはどの程度あるか、研究実施機関はほとんど大学ですよね。です

からなかなか産業界は手を出しにくいと思うんですけれども、スタート地点で

どの程度のテーマに対して産業界が関与しているかということを教えていただ

きたいのと、それから６６ページでポスドクは大分減りましたということで、

結果として当初は１６１人いたのが、９０人になって、新たに４２名ふえたか

ら１３２名になり、３０名ぐらい減ったということですね。それでこのポスド

ク、循環を非常によくしなくてはいけないので、ポスドクになった人はできる

だけ大学等のポストというのは限られているから、産業界にどんどんと入って
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いって、それで新たな大学を出た人がまたポスドクになっていくという、こう

いくサイクル、循環をうまくやらなくてはいけないと思うんですね。 

 それでこの１１名、企業等と書いてありますけれども、この常勤職員になっ

た人たちは、大体何歳ぐらいの人が企業等に入って、それから企業に入った後、

どういった研究をやっているかというのはわかったら教えていただけますか。 

【説明者】 まず１つ目のほうですが、最初から企業がどのぐらい一緒に入り

込んできたかというところなんですけれども、実際にその参加機関、特に分担

機関等として大学と一緒のチームを組んで入ったものについては、正確に必要

に応じて調べますけれども、数件です。具体的には例えば、タンパクの生産技

術をつくっているようなチームですと、先ほど先生からもありましたけれども、

新しい例えば膜タンパク質なんかを生産する技術ができますと、その技術を同

じチームの中で移転して、それを使って外部の人たちにその技術を使って支援

するというようなことができるような、そういうその結びつきの強いチームが

あります。中に入っていなかったとしても、先ほどから薬のお話で出てきてい

るように、手渡していく、一緒に進んでいくという、そういう共同研究の形で

は、もう事業開始から２年目３年目にはどんどん進んでいったわけですけれど

も、そういうふうに進んでおります。 

 もう一つ、キャリアパスの追跡調査をしてまいりましたけれども、実際に固

有名詞で誰がどこにというところのデータまでは今現在持っておりませんので、

これも必要であれば、こちらでもう一度調査をもう一段階深めまして、皆さん

がどこでどういうふうに働いていらっしゃるのかというのを調べることは可能

ですが、いかがでしょうか。 

【委員】 特に時間がかかって人手がかかりますから、いいと思うんですけれ

ども、やはり調べておくことは必要だと思うんですよね。さっき言いましたよ

うに、ポスドクをパイプライン的にどんどんと若返りをさせるというためには、

企業に入った人がそれまでやってきた研究、自分のエキスパティーズをちゃん

と企業の中で活かしていく。こういったことができているかどうかということ

をやっぱりチェックする必要があると思うんですね。 

【説明者】 ありがとうございます。 

【委員】 どこかに見れば書いてあるかもしれませんが、幾つぐらいのグルー

プがかかわって、全部で何人ぐらいの研究者がこの二百十億円を使って研究を

行ったのでしょうか。研究費の使い勝手が非常に悪いとか、そのようなことは

なかったか、感想を伺いたいのですが。 

【説明者】 最初の質問ですけれども、６ページをご覧いただきたいと思いま

す。ここに分担機関とか代表機関を加えますと、全部で１２５機関です。１課

題当たり、少なくても５人から１０人ですから、これ掛けていただいたら１，
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０００人を軽く超えるような規模でございます。 

【説明者】 使い勝手は私たち大学にいるときも結構悪くて、それでいろいろ

意見は申し上げていて、少しずつ改善されてきているとは思うんですけれども、

これだけのアウトプットを出している研究ですので、少しでもやっぱり使い勝

手をよくして、今後に役立てる必要があると思うので、どこかしらまだまだ使

い勝手の上で、改善する余地があるのではないかと私は何となく思うものです

から、ご意見伺いたいと思います。 

【説明者】 恐らく例えば会計年度の翌年超えてはいけないとか、当初決めた

ものしか買えないとか、そういったことについて、例えば事業計画を柔軟に文

科省としては受け入れて、適切であればそういった費目の入れかえとか、そう

いうことも対応してきますし、特にこのプログラムを、もちろん広く競争的資

金とかを含めて問題はいろいろと聞きますけれども、このプログラムにおいて

はできるだけ柔軟にそういった方面に対応しまして、特に不満といいますか、

そういう要望はこのプログラムの中からは出てきませんでした。 

【委員】 タンパク３０００の後継プログラムですよね、これ。タンパク３０

００の反省というのは、私がささっと資料を読んだところによると、やりやす

いところからやったという反省が一つで、今度はターゲットを先に決めました

ということですよね。もう一つはこれの反省に立って導入されるＰＤ・ＰＯの

制度と書いてあるので、マネジメントの制度もきっとタンパク３０００の反省

があって、ＰＤ・ＰＯという制度をこれに新たに入れましたということですよ

ね。タンパク３０００で大きく言って２つの教訓があった。 

 今度のターゲットタンパクで同様の大きな教訓というのは何か得られたので

しょうか。後継プロジェクトでは、ぜひここをこう変えたほうがいいというよ

うなものはあったのでしょうか。 

【説明者】 タンパク３０００のときは、もうおっしゃるとおりのご指摘でご

ざいまして、やはり相当産業応用を視野入れた、文科省の中にプロファイル委

員会ってつくって、本当に真に狙うべき、１０年２０年先を見て狙うべき１３

ターゲットを絞って、そこに注力してこういう成果が出ているわけなんですけ

れども、これについては引き続きこういったところで人材育成もできています

し、広く競争的資金を取っていただいて引き続きやっていただくんですけれど

も、そういう意味では今この成果をもって、むしろ逆にもっとこういうことを

やったらよかったのではないかと、私どもとしては最善を尽くしたつもりでご

ざいますが、評価委員の皆様、もしこういうところが、もっと今後やるべきと

ころがあるのであればお聞きして、今後の施策に反映させていきたいと思いま

す。 

【説明者】 まず、タンパク３０００の反省はこうだと。その点についていろ
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いろなことが言われているし、ここに書いてあるとおりだと思いますけれども、

私どもがそれを踏まえてターゲットタンパクで何を実践したかというと、たっ

た一つ、参加した研究者全員一緒に集まって議論する、そういう場をできるだ

けそこを充実させた。これはこのサイズのプロジェクト研究、国のプロジェク

ト研究で参加者全員がそういう形でディスカッションする場というのは、意外

に少なかったのではないか。そういう点では、私どものやったことは大変小さ

かったけれども、それなりに効果があったと思っております。 

 これから先ということについて、お答えしなければならないんですけれども、

これはもう私は過去の人間でございますので、私の言うべきことではありませ

んけれども、例えばこの構造生物学について、もう既にターゲットタンパクが

始まるときに、次の動向というのが見えておりました。どういうことかという

と、例えば動的構造というのをもっとはっきり捉えられるはずだと。それから

構造解析の手段についても、まだまだ非常に幾つものやり方があるので、放射

光だけではない。例えばですね。そういうようなことも全部取り込んだ次の取

り組みというのがあるべきだということは終始考えておりました。ここらは私

の個人的な感想でございます。 

 ただ、先ほどご説明があったように、現在動き始めたプラットフォームの中

に、そういうような動きを大変スマートにあるところまで取り込んでいただい

ているので、私が過去に考えたことはある程度もう達成されている。それをこ

れからどのように大きくして、例えば現在は日本は、ヨーロッパ、アメリカと

並んで三極の一つだと言っておりますけれども、その極構造というのはこれか

ら非常に近い将来崩されていくかもしれない。だからその中で日本の技術開発

の優位性というのを保つためには、こういう領域をもっともっと充実していた

だきたいという願いは持っております。 

【座長】 最後にもう一つだけお伺いしたいと思います。今、評価専門調査会

のほうでは、ＰＤの役割と責任は重いので、常勤で行っていただくほうがいい

のではないかというような議論も出ておりまして、先生がこのプログラムに取

り組まれていて、その点についてはどのようにお考えかということを、お聞か

せいただければと思います。 

【説明者】 そういうご議論があるというのは初めて知りましたので、大変あ

りがたいというか、大事なご議論だと思います。私個人については常勤である

必要は全然なくて、ボランティアとして逆に非常に自由な形で参加させていた

だきました。議論もそのかわり余り遠慮もせずに、全員の皆さんとさせていた

だきました。だから、そういうやり方というのはこれからも可能だとは思いま

す。 

 ただ、私がたまたまそうだったということでありまして―もう一つだけ大変
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個人的なことで恐縮ですけれども、私、ＰＤに指名されたときに必死になって

お断りいたしました。それの最大の理由は年齢でございました。ですから、こ

れからはもう私のような者がなるはずがなくて、もっともっと若い研究者がリ

ードしていかれる。そういう方をディレクターとして活用していくためには、

今先生がおっしゃったような支援体制というのをより充実していただくという

ことは、事務局体制も含めて、大事なことではないかと感じております。 

【座長】 それでは、これで本日の質疑は終了させていただきたいと思います。

なお、文部科学省におかれましては、本日出されたご質問に関し、文書でご回

答いただきたいもの、さらに追加してご回答いただきたい事項、及び追加の資

料提出を求める事項として、事務局から連絡させていただきますので、ご対応

のほうよろしくお願いしたいと思います。 

  

（説明者 退室） 

 

【座長】 今のご説明を受けましてこれから議論をさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、先ほど事務局のほうからご説明がありました資料６につきまして、視

点に沿って何かご意見、コメント等がございましたらお願いしたいと思います。 

【委員】 今日ご欠席の先生は推進委員会の委員でいらっしゃるんですね、こ

のプログラム自体の。それでいいのかなとちょっと思ってしまったのですが。 

【事務局】 今回の評価検討会にご着任いただくに当たって、利害関係の有無

等についても確認し、事前にご本人にも確認させていただいた上で、ご承諾を

いただいているところでございますが、ちょっと今のご指摘の点、再度事務局

で確認をさせていただきます。 

【委員】 専門家の先生の立場から見られて、このプロジェクトをざっくり学

術的な成果と、それから産業応用という意味での成果、ざっくり期待どおり出

たかどうかというのをちょっとお聞かせいただきたいんですけれども。 

【委員】 これだけのお金を投入して、しかも日本は海外なんかに行きますと、

世界一のＳＰｒｉｎｇ－８、実績あるＰＦ、それから高度なＮＭＲ群という先

端施設を保有していますから、恵まれています。それから生産拠点とかありま

すから、タンパク３０００プロジェクトの成果を受けてのターゲットタンパク

研究です。従って、学術的にはこれだけの研究をやれば、それなりの成果が出

てくるのは、ある意味では当然だし、ある意味では期待どおりだというふうに

私は思います。 

 産業界の視点に立つと、そもそも５年間で製薬会社が本気で取り組むような

創薬シーズまで簡単にできるようなプロジェクトができたのでは、今動いてい
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る製薬会社の立場がない。先生方もご存じのように、新薬誕生までの時間経過

は大体平均すると１５年から１７年ですよね。経費も１，０００億を超えます。

このプロジェクト探索段階のヒットから考えると２０年超えるのがざらですよ

ね。たとえば、あのグリベックが二十何年とか。１５年前後で新薬誕生という

のはその水上前の水面下を含めていないと思います。 

 むしろ、もし言うならば、産業化への余り大きな期待というよりは、共同研

究がまず動いていって、小さな成果をこういう戦略で磨いていって、その状況

下で産学官の若い人がどれだけ育っているかという波及効果のほうが重要です。

私はそこは見るべきだと思う。あえて言うならば、後で質問出してもいいんで

すけれども、共同研究という言葉には、どこまで製薬企業とか産業界が本気で

取り組んでいるのかというのは、もう少し具体的に示す必要があると思うんで

す。例えば、ヒット化合物を受け取った製薬会社のほうで合成メンバーを動か

して構造活性相関を考慮しつつ集中的に化合物をつくっている状況に入ってい

るのかが不透明です。「いいですね」と言って企業が受け取ったまま、そのプ

ロジェクトが動かなくても共同研究を結んだという実績は残ってしまう。一方、

なるほどそこで得られたヒット化合物がいいものであって、リードに育てるに

値するということで、製薬会社とかあるいは化学会社が動いているという共同

研究であるならば大いに評価されるべきです。「１個でも２個でもいいですか

ら。長野先生が先ほど「１０個のうち１個は進む」と言いましたが、その１０

個のうちの１個がどういう形で製薬企業の中で進化して知的財産化等に繋がっ

たのかという検証が必要です。１０年あるいは１５年後かはわからないけれど

も、共同研究したらいいのではないかというのでは少し公的プロジェクトとし

ては、共同研究という言葉が余りにも玉虫色過ぎるなという感触は持っていま

す。 

【委員】 私もこのプロジェクト、この全体のプログラムの成果としては本当

に十分な成果が出ていると思います。これまでなかなか解析が難しかったター

ゲットタンパク、もちろんこれは一流誌にこれだけ載っているということがそ

の成果のあらわれでもあると思うのですが、非常に高いレベルでその辺の解明

が進んだというのはすごい大きな進歩だと思います。 

 やはり課題のところは、産業界への応用のところです。特に製薬みたいなと

ころですと、やはり３年５年のスパンではなかなかわからないところがありま

すので、今、委員がお話しされましたように、これだけの金額を投入したプロ

ジェクトですので、今後のフォローアップも含めて大事だということ。あと製

薬以外のところでなかなか取り組みが進まないというところは、その産業の構

造とか、世界水準でのその産業における企業の競争力理由があると思います。

化合物をそのまま製品に結びつけるというところが、必ずしも環境や食品のよ
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うな領域ではあてはまらないという、そういう手法の問題などもあると思いま

す。このような研究成果の産業応用について、産業界にも課題があると思いま

すし、そこをいかに日本全体として、産学官連携で取り組んでいくのか。そこ

はこういった大きなプロジェクトをやっていく際の今後の課題だと思います。

やはりそこが有機的に結びつかないと、非常に学問的な成果は出てくるがなか

なか実際の産業上の応用には結びつかないと思うので、そこをどうやっていく

のか、そこがなかなか答えは出ないですが、一つの大きなところだと思います。 

 あと、人材育成という面では、タンパク３０００に比べてはるかにある意味

よく考えられたプログラムであると思いますし、人材が日本の力だと思います

ので、やはりこういった取り組みの中で人材を育成していくことが必要だと思

います。さらにこういったところで産学官における人材の流動性も含めて、今

後実際に共同で進めるにあたって、もっと産が早い時期からコミットするよう

なやり方もあると思いますので、そこは一つの大きな課題なのかなというふう

に感じました。 

【委員】 非常にたくさんのテーマがありまして、それでテーマの中にはまだ

まだ国が大学中心でやらなくてはいけない基礎的なレベルのものもあるし、あ

るものはある程度少し見えてきて、産業界も少しコミットして、何十パーセン

トか自分たちのリソースも出しながら共同研究していく。それであるものは産

業界が中心になっていくと。こういうふうにうまいこと仕分けできればいいん

ですけれどもね。 

【委員】   私も全く同じで、ここまでは比較的日本のアカデミズムが得意

なところだと思うんですね。アウトプットもすばらしいし期待どおりのものだ

と思います。しかし、今求められているのはここから先だと思います。今まで

のようにこのまま放置したらかかるであろう期間が、どれくらい短縮できるの

か、何らかの仕組みをつくっていく必要があると、話を伺っていて強く思いま

した。 

【委員】 やっぱり食品・環境分野の実用化というところが、ふわふわっとし

た表現しかされていないということがすごく気になっていて、そもそも産業分

野が、日本で農業で稼ごうとかいう発想自体がまだ不十分なわけで、そっちの

出口の戦略・政策がきちんとないところで、酵素がいいのができましたとか言

っても、全然つながらないのではないかという印象を受けています。稲の成長

を制御する分子育種ができますと言ったところで、稲つくり過ぎて困っている

日本でどうするのということですよね。なんかそこで戦略をつけた上で稲の研

究をするのならわかりますけれども、そうなっていない。 

 それは昔から言われていることです。やっぱりターゲットを明確にしてター

ゲットのためにやるんだと始まったプロジェクトであっても、いまだなお昔な
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がらの伝統が続いているというのは、大きな問題ではないかと思われます。 

【座長】   今、大まかに成果についてご意見をいただきましたけれども、

資料６にあります評価の視点は、研究開発の実施マネジメント状況についても

評価をすることになっています。こちらのほうに関しましてはいかがでしょう

か。 

【事務局】 ちょっと質問なんですけれども、今のに関連して１３ページにこ

のプログラム推進体制という絵があって、この推進委員会があって、運営委員

会があって、その下でＰＤＣＡを回していますという話があって、その後に名

簿が３枚ほどあるんですけれども、基本的にこれは大学の先生が、別府先生を

筆頭に、特に１６ページのこの５人の先生を中心にやっていたのかなという気

がするんですけれども、こういう体制でそもそもそれはどうだったのか。  

例えばその前のページの１５ページには、この運営委員会は実施機関なので、

共同研究機関の民間すら入っていないような形でやられているわけですよね。 

 ですから、そのこと自体についてはそもそもどうだったのか。 

その研究のフェーズからすればそれは当然だよという話なのか、やっぱりそ

こは工夫の、もっと例えば出口志向ということであれば。その推進委員会のほ

うにお二人ほど民間の方が入っていますけれども。多分、運営委員会とか、Ｐ

Ｄ・ＰＯが中心に回していたとすると、そういった点はどうだったのかなと。 

【委員】 多分、いろいろなこういう、知的財産とかなんかを伴う部分がある

ということと、それから企業がそもそも初めからこれに参画するような感じで

はなくて、逆に言えば、企業が参画してすぐに成果が出るものは、学を置いて

おいて企業だけでやったほうが早い。これは極論かもしれませんけれども。む

しろ、先ほど言いましたヒト由来の、要するにタンパク質でもヒト由来のもの

になると、極端に取り扱いが難しいとか、フォールディングの問題とか、ある

いは膜タンパク質なんていうのは、なかなか一企業が本格的に取り組むことは

難しい。そこからやり出したら、そうでなくても新薬まで１５年以上かかるの

が、それこそ定年までかかってしまうというような感じになりますから、そこ

をこういった学官レベルのもので先行してもらうことが望ましい。 

 つまり、企業単独ではできないこと、公的プロジェクトで学官の先生方があ

る程度じっくり取り組んでいただきたい。ですから私、平成１８年のターゲッ

トタンパクの事前評価で言ったんですけれども、私自身からすると、医薬とか

食品とか過度に出口志向というのは結果論であって、むしろ公的プロジェクト

において、企業が取り組めない生命の基本的な仕組みとか重要なタンパクにか

かわる基盤研究や技術革新をやれば、おのずとそれは各製薬企業の薬の研究事

開発にもつながると思っています。余り出口志向になって短いスパンで、特許

も書かなければいけないとか、わかりやすい成果を求めるとか、論文の数とか、
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特許の数とか避けたほうがいいというのは、私は事前評価のときは言ってきた

つもりなんです。 

 そういう意味では、運営関係者の中に入っているのは、学官中心で、その体

制で行くというのは一つやむを得なかったのかなというふうには一応は思って

います。 

【委員】 私も同意見です。やはり余り最初の段階から民間の方を多く入れる

ということではなく、そのポイントになる方向性というのはありますから、少

人数の方が入っているというところはあると思うのですが、狙っているターゲ

ットは、難易度の高い、民間企業ではなかなか手を出さないような難しいとこ

ろを狙っていただくというところがこのようなプログラムには期待しますので、

そう思います。民間企業も１００億、２００億、あるいは１，０００億なり、

そういった研究開発投資を毎年やっているわけで、そういった中ではある程度

のめどが立つようなものには、そこは企業連携なり、あるいは企業から実際に

学のほうと共同研究という形で自主的に動けるわけです。 

 ただ、やはりこういったプロジェクトというのは、非常に難易度の高い、あ

る程度その中のテーマの中には、本当に学問的な意味で重要だけれども、まだ

産業的な応用がわからないようなものが含まれていてもいいのではないかと思

うんですね。その中で研究を進めて解明されていく中で、実際にそれが出口と

して見つかってくる。そうすると先ほどちょっと高橋先生がご指摘されたよう

に、例えば環境や農業みたいなところでは、なかなか出口が見つからないじゃ

ないかというように、どうしても相反してしまうことも起こってしまいます。

ただやはりこういったプロジェクトの中では、最初から余り民間で出口出口と

いうのも難しいかなというのが、私の意見です。 

【座長】 ありがとうございます。評価の視点についてのご意見等、追加で何

かございますか。 

【西島委員】 ちょっと細かいことでいいですか。さっき質問したんですけれ

ども、さっき一番最初、つまりこれは事前評価して、そしてフォローして、そ

して先ほど額が削られたことによって、例えば解析の部門では、今回の解析の

ことはＸ線つまり放射光だけですよね、コメントは。ただ、ＮＭＲのＳＡＩＬ

はお金かかるのでやらなかったと言いますけれども、これ、すごく細かい話に

なってしまうのですが、ＳＡＩＬ法というのは、あくまでもＮＭＲのハードの

問題ではなくて、試薬に同位体を入れる調整ですごいお金がかかるところです。

ただ、このプロジェクトの中でＮＭＲのハードは全く進化というか、大きくバ

ージョンアップしていないんですよね。していたら必ず出てくると思うんです

よ。でも、事前評価のときにはＸ線、そしてＮＭＲ、電子顕微鏡というものを

バランスよく伸ばすというのは、事前評価のほうにはあったと私は記憶してい
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るんです。実際、この表の中の部分を見ていると、事前評価と事後評価では、

その図は少し微妙に違うなということをお気づきになると思うんです。 

 だからそういうこととすると、事前評価とフォローだけではなくて、やっぱ

りさっき額が減らされたことによって、そういう部分を削りましたというのが

後から出るのではなくて、やっぱりそういうところはしっかり、この部分は犠

牲にしたとか、できなかったんだということをもっとはっきり言うべきではな

いかなと私は思いましたけれども。 

 そういう意味での視点というのも必要かなというのと、大体、本当にくどい

ようですけれども、ちょっと効率上げて額が数十億単位でがくんと減って、そ

れで効率よくやったなんていうことがそんな簡単に通るんだったら、最初の数

字は何だったんだということになりますよね。やっぱりそこははっきりその部

分はできなかった、削ったというのを、もっとはっきり言ったほうが私はいい

と思います。それはめり張りと思うんです。 

【事務局】 ご指摘のとおり、そもそもの当初の段階での事業計画の妥当性も

含めて、そのあたり費用的なものも含めて、というところに関わる部分という

理解を私どももしてございます。今のご指摘の点、再度第２回の検討会で文部

科学省のほうから詳細に改めてご説明していただく事項、質問事項として事務

局として処理させていただくということでよろしいでしょうか。 

【委員】 要するにどういうことかというと、お金を使って、額が少なく終わ

ったからいいというのではなくて、やっぱり本来人材育成、そんなことはない

と思うんですが、ポスドクが切られたとか、もしくは途中だったという、そう

いうことも全部検証して、やっぱりお金つけるときはしっかりつけるというよ

うなことを前例にしておかないと、これが３００億円が２００億円でもやれた

ということになると、次の大型プロジェクトのときも悪い前例をつくるのでは

ないかと思うんですよ。そういうこともして、やっぱり削られて、この部分は

切って、この部分はとまってしまったとか、進化しなかったということは、し

っかり出したほうが私はいいと思いますよ。 

【委員】 どういう理由で減らされたのでしょうか、そもそも。３００億円の

当初の予定が２１０億円に。 

【事務局】 そこも再度確認をさせていただいて、情報提供させていただき、

再度、第２回検討会でも必要に応じて、文部科学省から詳しく当事者のほうか

らご説明させていただくような対応でよろしくお願いしたいと思います。 

【委員】 評価される側と評価する側の立場の違いというのが一つ出てきてい

ると思うのは、される側はなるべくいいことだけでいい点をほしいというロジ

ックが働くわけで、なるべく触りたくないのは触らないというのが多分きょう

の発表だと思うんですね。それを本当に、現実をしっかりとお互い見るという
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のは、お互いの信頼感があればできると思うんです。きょうのご指摘というの

は信頼感を持たせるような指摘だったので、そういうことも伝えた上、我々は

バッテンをつけるためにやっているのではなくて、本当に客観的に何ができて、

今後何を伸ばさなくてはいけないかという視点からの評価だということを、当

事者に伝えていただければと思います。 

【座長】 ほかには何かございますか。 

 ないようであれば、これまでの議論を踏まえまして文部科学省に対しまして、

改めてご説明なり、ご質問を求めるべき事項、また、追加の資料を求める事項

等があれば出していただくようにお願いしたいと思います。 

 それでは、時間になりましたので、このあたりで本日の検討会は終了したい

と思います。 

【事務局】 次回の検討会におきまして、本日出していただいた意見、コメン

ト、さらに追加で事後に出していただいたコメントをもとに、論点の整理をさ

せていただいて、その資料をもとに評価結果の取りまとめについてご議論いた

だきたいと思います。 

 追加の質問とご意見に関しまして、質問と意見のための様式、フォーマット

を用意させていただいております。 

これは電子ファイルのベースで既にお送りさせていただいておりますので、

手書きのファックスでも結構ですが、できれば電子ファイルベースで、メール

送付にてお送りいただければと思います。 

  

【座長】 これで本日は閉会とさせていただきます。本当にどうもありがとう

ございました。 

－了－ 


